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ダウンロード可能）による。

・　引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　処理方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　）

・　再生資源化を図るもの

（２）　特記事項は・印のついたものを適用する。

・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

・印と※印のついた場合は共に適用する。

２．特記仕様

（１）　項目は番号に○印のついたものを適用する。

（６）　材料及び製造所等の記載は順不同である。

１．共通仕様

章 項　　目 特　　記　　事　　項

（４）　Ｇ印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グリーン購入法」という。）の特定調達品目を示す。

　細図」という）

（１）　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書

（３）　項目に記載［　　］の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（　　）の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

建　築　改　修　工　事　仕　様　書

Ⅰ．工　事　概　要

　　１．工　事　場　所　　八頭郡八頭町郡家

　　２．敷　地　面　積　　10,535.58 ㎡

　　３．地　域　地　区　　都市計画地域（・内　・外）　市街化調整区域（・内　・外）

　　４．建　物　概　要

Ⅱ．建築改修工事仕様

用途地域（　指定無し　）　防火地域（　指定無し　）

　　　　　番号　　　　　　　　名　称　　　　　　　 工事種別　　 構　造　　　　階数　　 　 建築面積（㎡）　延べ面積（㎡）

（３）　電気及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

（５）　関係法令（条例を含む）の改正等にり、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等につい

て、監督職員と協議を行うものとする。

 工事の施工に伴い必要な官公署、その他への手続き、検査並びにその費用は、本工事請負者の負担とする｡

［１．１．３］

電気保安技術者

［１．３．３］

 担当技術者の職務を補佐し、当該工事の工事期間中自家用電気工作物の保安の業務を行うものとする。

 る｡

 建築工事安全施工技術指針及び建設公衆災害防止対策要綱を参考に、工事安全計画書を監督職員に提出す

［１．３．７］

等（報告書等）を用意する。

（２）　請負者は、建築基準法に基づく完了検査（中間検査含む）の検査には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料

工事安全計画書

発生材の処理等

官公庁その他への手続

適用基準等

・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材

・　ＰＣＢ含有シーリング材の調査・処理

・第一次判定

　　採取箇所　　　※図示

　　採取箇所数　　計　　箇所

・第二次判定

　専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う。

　　分析個数　　　計　　箇所

・除去処理工事

　除去範囲　　　　※図示

・　せっこうボードの処理

・石綿含有せっこうボード　　　改修特記仕様書第９章による

・ひ素・カドミニウム含有せっこうボード

　・製造業者に回収委託

　・埋立処分（管理型最終処分場）

・　石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード

・再資源化（再資源化施設）　　　　・最終処分（管理型最終処分場）

　　　処分施設の名称・所在地（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　処分施設の名称・所在地（　　　　　　　　　　　　　　　）

６

　１

　２

　３

　４

　５

環境への配慮

［１．４．１］

化学物質を放散させる建築材料等

１）本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する品質及び性能を有すると共に、次の

  ①から④を満たすものとする。

　① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、

　　その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上げ塗材は、

　　アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する

　　「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　　トアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

　　難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。

　② 接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

　③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない

　④ ①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、アセ

３）ホルムアルデヒド放散量の区分において、第三種とは次の①又は②に該当する材料を指す。

２）ホルムアルデヒド放散量の区分において、規制対象外とは次の①又は②に該当する材料を指す。
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［１．３．１２］

　（建築工事編）令和４年版」（以下、「改修標準仕様書」という。）による。ただし、改修標準仕様書に規定されている項

目以外は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版」（以下、「標準仕様

書」という。）による。

※　建築工事標準詳細図（令和４年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（以下「標準詳

※　建築改修工事監理指針（令和４年版）　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

※　工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編（平成３０年版）　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・　建築物解体工事標準仕様書（令和４年版）　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・　建築工事監理指針（令和４年版）　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

　① 建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築

　　材料以外の材料

　②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

  ② 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）に基づく環境物品等の調達

 の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項（資材（材料及び機材を含む）の梱包及び容器は、

 可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担軽減に配慮されていること。）に留意する

　　場合は監督員の承諾を受ける。

７ 材料の品質等

１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能有する

　　ものとする。

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する

３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。

４）本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次の①～⑥の事項を満たす

　　ものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する証明書の写し）を監督職員に提出して承諾

　　を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　① 品質及び性能に関する試験データが整備されている｡

  ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われている｡

  ③ 安定的な供給が可能である｡

  ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得している｡

  ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性がある｡

  ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられている｡

［１．４．２］

材料・機材等の品質及び性能

吸水調整材

床型枠用鋼製デッキプレート

鉄骨柱下無収縮モルタル

乾式保護材

ルーフドレン

無収縮グラウト材

既調合モルタル

錠前類

クローザ類

自動扉機構

自閉式上吊り引戸機構

重量シャッター

軽量シャッター

防水剤

オーバーヘッドドア

移動間仕切

現場発泡断熱材

フリーアクセスフロア

可動間仕切

トイレブース

煙突用成形ライニング材

天井点検口

床点検口

グレーチング

屋上緑化システム

トップライト

既調合目地材

ポリマーセメントモルタル

鋳鉄製ふた

５）製造業者等に関する資料の提出を定める材料

石綿含有建材の調査８ 調査

　※石綿含有建材の事前調査

　　工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う

　　　貸与資料（　　石綿含有建材調査表　　）

・分析による石綿含有建材の調査

　　分析対象

　　　トレモライト

　　分析方法

材料名
分析方法（定性） 分析方法（定量）

JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 JIS A 1481-3又はJIS A 1481-4

 　・ 　　箇所

 　・ 　　箇所

 　・ 　　箇所

 　・ 　　箇所

 　・ 　　箇所

 　・ 　　箇所

　　　材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　　採取箇所　・ 図示

施工数量調査９

調査方法　※テストハンマーによる打診及び目視　・図示　　

調査範囲　※外壁（庇、笠木共）　・屋根　　・図示

　外壁調査は、外壁改修フローに対応する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割れ

　及び雨漏りの有無についての位置及び数量（幅、長さ、面積）の調査を行う

　屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置及び数量

　（幅、長さ、面積）の調査を行う。

　また、その報告書は、調査結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に２部提出する（必要に応

　じて写真等を添付する。）

［１．６．２］

調査のための破壊部分

の補修

補修方法　　※　図示　　10

［１．６．３］

技能士 下表により適用する技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技

能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う

（技能士：職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者）

また、その技能士はその者が技能士であることがわかる名札（下図参考）を常時着用する

11

［１．７．２］

工事種目

タイル張り

サッシ施工建具改修工事

・　左官作業左官

樹脂接着剤注入施工外壁改修工事

・　ビル用サッシ施工作業

・　タイル張り作業

・　ガラス工事作業ガラス施工

・　樹脂接着剤注入工事作業

・　とび作業

技能検定作業技能検定職種

仮設工事

防水改修工事 防水施工

とび

・　アスファルト防水工事作業

・　ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・　アクリルゴム系塗膜防水工事作業

・　合成ゴム系シート防水工事作業

・　塩化ビニル系シート防水工事作業

・　セメント系防水工事作業

・　シーリング防水工事作業

・　改質アスファルトシートトーチ工法

　　防水工事作業

・　ＦＲＰ防水工事作業

自動ドア施工

建具製作

ガラス用フィルム施工

・　自動ドア施工作業

・　木製建具加工作業

・　建築フィルム作業

・　大工工事作業

・　内外装板金作業

・　カーペット系床仕上作業

・　プラスチック系床仕上工事作業

・　鋼製下地工事作業内装仕上施工

建築板金

建築大工内装改修工事

・　壁装作業

・　左官作業

・　タイル張り作業タイル張り

左官

表装

　　　作業を含む）

　　（２級及びプラスチック系仕上げ工事

・　ボード仕上げ工事作業

・　建築塗装作業塗装

耐震改修工事

塗装改修工事

とび ・　とび作業

鉄筋施工 ・　鉄筋組立作業

型枠施工 ・　型枠工事作業

コンクリート圧送施工 ・　コンクリート圧送工事作業

鉄工 ・　構造物鉄工作業

環境配慮改修工事 ・　建築配管作業

・　溶解ペイントマーカー工事作業

・　加熱ペイントマシンマーカー工事作業

・　造園工事作業造園

路面表示施工

配管

　《技能士名札参考図》

□　技　能　士

９０　ｍｍ

５
５
　
ｍ
ｍ

写真　（３０×４０）

名札の発行元

技能士本人の住所

技能士の級の別

技能士の種別

技能士の職種により色を変えることも可

　　鳥取市

　　○型

　　○○工務店

　　○山○夫

　　１級

　　建築大工

発行　　　○○○○○○○○会

自　宅

勤務先

血液型

氏　名

級　別

職　種

１）測定対象室のホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの室内濃度を測定

　　し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。

　　測定対象室（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・パラジクロロベンゼンを追加して分析を行う

①３０分間換気

測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む）を開放し、３０

②５時間閉鎖

①の後、測定対象室すべての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納

③測定

ロ　測定時間は、原則として２４時間とする。ただし、工程等の都合により、２４時間測定が行えな

い場合は、８時間測定とする。なお、８時間測定の場合は、午後２時～３時が測定時間帯の中央

④分析

⑤その他

２）パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。

分間換気する。

部分の扉は開放したままとする。

イ　②の状態のままで測定する。

となるよう、１０時３０分～１８時３０分までの時間帯で測定する。

ハ　測定回数は１回とし、複数回の測定は不要とする。

測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。

監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受ける。

化学物質の濃度測定12

　・　電子データ又はネガの提出［完成写真］　　　　（　・　要　・　不要）

１部

　・ 四ﾂ切　　箇所

下記のものを監督職員に提出する。

区　　分 分類・規格 撮影箇所 部数

　各工種の工程毎　カラーサービス判　※　工事記録写真

２部

２部

　カラーサービス判　※　完成写真

　・　 　カラーキャビネ判 　部

　部

　・　パネル 　カラー ２部

　・　内部　２箇所

　・　外部　　箇所

　・　内部　　箇所

　・　半切　　箇所

　・　全紙　　箇所

　・　外部　　箇所

備考

完成写真

　・　電子データ又はネガの提出［工事記録写真］　　（　・　要　・　不要）

13

下記のものを監督職員に提出する

※　原図Ａ１版又はＡ２版（設計図の第２原図訂正不可）　　　　　１　部

※　ＣＡＤデータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　式

※　原図の大型コピー（白焼）の２つ折製本　　　　　　　　　　　２　部

※　縮小版２つ折製本（Ａ４版）　　　　　　                    ２　部

・　複写　縮小版Ａ３バラ焼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

完成図の種類及び内容（改修前後の状態が分かるように整備する）

・　案内図・配置図　：　配置図には外構整備、屋外給排水系統図含む

・　改修概要図　：　改修概要、部位等を表示する

・　平面図　：　室名、耐震壁（防火壁）、避難施設等を表示する

・　立面図　：　外壁仕上、補修範囲等を表示する

・　断面図　：　階高、天井高等を表示する

・　仕上表　：　屋外、屋内（各階）の仕上表を表示する

・　構造図　：　杭、構造躯体等を表示する

・　その他　：（　設計図書に準ずる　　　　　　　）

・　原図ケース・製本図面の背表紙に「施設コード・部局名称」ラベルを貼付ける

完成時の提出図書14

設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

・・※

・ ※ ※

・・※

・

・

※

・

・

※

※ ・ ・

・・※

※ ・ ・

※※・

・・※

※ ・ ・

・※・

・※・

・※・

・

・・※

機　械電　気建　築

※ ・

　・　電気室、自家発電室などの基礎及びピット（蓋を含む）

　　　ドアクローザ、フロアヒンジ

　・　自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及び

　　　壁の切込加工、下地の補強

　・　埋込型機器取付用の天井

　・　ＯＡフロア・フリーアクセスフロアの切込み及び補強

　　　仮枠及び埋込部分の補強

　・　鉄骨造の開口及び補強

　・　コンクリート壁、床、梁貫通部

　仮枠

　補強

　切込

　補強

　基礎

　アンカーボルト

　屋内・屋外設置

　屋上設備

　補強

　開口

　　　　　　　設備工事との取り合い

※ ※・

　・　照明器具・幹線等の吊りボルト

　・　軽量鉄骨壁のボックス取付用下地

　・　埋込分電盤・端子盤・プルボックスの

　・　テレビアンテナ

　・　天井点検口

　・　機器類のコンクリート基礎

設備工事との取り合い15

コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。撤去部分16

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

基準風速　　Ｖｏ＝　　30ｍ／ｓ

地表面粗度区分　・　Ⅰ　　・　Ⅱ　　・　Ⅲ　　・　Ⅳ

積雪区分　平成12年5月31日建設省告示第１４５５号　別表（　　　　）

適用区分17

　ダイヤモンドカッター切り深さ（※30㎜程度　　・　　　　　）

・　主な主要資材、機器等のメーカー及び施工者一覧表

・　機器性能試験成績書及び取扱説明書

・　保証書

・　官公署届出書類（保守に必要とするもの）

・　建築物の保守に関する説明書、指導案内書

下記のものをＡ４版ファイルに製本して監督職員に提出する。保全に関する資料

・　

18

まちづくり条例

鳥取県福祉の

建設リサイクル法

景観形成条例

建築物省エネ法

火災保険等

環境配慮

工事目的物及び工事材料等工事施工途中の事故に伴う損害を補てんするため火災保険等に加入する。

鳥取県公共事業環境配慮指針　　※　対象工事　　　・　非対象工事　　　　　　　　

※　対象工事　　・　非対象工事

※　対象工事　　・　非対象工事

※　対象工事　　・　非対象工事

※　対象工事　　・　非対象工事

19

20

21

22

23

24

足場その他２

２

仮
設
工
事

１ 騒音・粉じん等の対策　・防音パネル　　・防音シート

防音パネル、防音シートを取り付ける足場の設置範囲

騒音・粉じん等の対策

手すり先行専用方式により行う。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙１

「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置き方式又は（３）

　内部足場　・設置する（※脚立、足場板等　・　　　　　　　）　　・設置しない

　外部足場　・設置する（範囲　※工事に必要な範囲　　・　　　　　　）　　・設置しない

　防護シート　・設置する（範囲　※工事に必要な範囲　　・　　　　　　　）　　・設置しない

　材料、撤去材等の運搬方法　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　・　Ｅ種

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ種：利用可能な階段（　　　　　　　）

※　工事に必要な範囲　　・　

［２．２．１］

［表２．２．１］

　・　行わない

４ 仮設間仕切り

［２．３．２］

３

［２．３．１］

既存部分の養生 養生方法等

 ・既存部分の養生方法　※ビニルシート、合板等による　　

 ・既存家具、既存設備等の養生方法　※ビニルシート等　　・　

 ・既存ブラインド、カーテン等の養生方法　※ビニルシート等（取外し再取付けを行う）　　・　

　　　　　　　　　　　　　　 　保管場所　※構内既存施設内　　・　

 ・固定された家具等（備品、机、ロッカー等）の移動　※行う（図示）　　・　

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれがある場合は養生を行う。また、万一損傷を与えた場合は、

受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

仮設間仕切り及び仮設扉の設置個所　※図示　　・　

仮設間仕切りの種別と材質等

　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　図示　　　

　Ａ種のグラスウール等の充填材　

　Ａ、Ｂ種の仕上げ材　※石こうボード（GB-R　厚さ9.5mm）　　・合板（普通合板　厚さ9mm）

　Ａ、Ｂ種の片面への塗装等　・行う　　※行わない

仮設扉の種別　※木製（合板張り程度）　　・　

［２．４．１］

監督職員事務所

８

７

　令和○○年○月工事完成予定

　工事期間　令和○年○月から○年○月まで

工事用仮設物

構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償　）工事用電力

構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（　※　有償　　・　無償　）工事用水

　　監督職員が指示するものとする。

２．お願い表示板は平易な表現及び内容とし、

１．書体は角ゴシックとする。

記入要領

表示板

　地色　白　地色　白

　地色　白

５ＹＲ６．５／１１
マンセル記号
　地色

　　簡単なパース、又は立面図を掲載する

　（拡大カラーコピーを張り付けてもよい）

　　ご協力よろしくお願いします。

　　　工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

　事業協力のお願い

　現在の進捗率○○％

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　事業の目的

１
，

６
０

０

１，２００

御通行中の皆様へ

　地色
　マンセル記号

　５ＹＲ６．５／１１

　地色　白

　　現場責任者　○○　○○

　　　　　夜間　○○－○○○○

　　連絡先昼間　○○－○○○○

　施工者　○○○○○建設

　　　　　○○○○○○設計

　設計者　○○○○○○設計

　　　　　　　延べ面積○○○○ｍ２

　構造・規模　鉄筋コンクリート造　○階建

　工事名　○○○○○○新築工事

建　築　工　事　中

９００

１
，

２
０

０

構内既存の施設　　・　利用できない　　・　利用できる

５

６

９

  現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示事項による。

・　既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　）

・　構内に新設する　規模（　　　　　　㎡）

※　設ける　　　　　㎡程度　　・　設けない

　　　　　※　工事表示板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　お願い表示板

イメージアップ

工事現場の１０

（保険の加入期間は、工事完成引き渡しまで（概ね工期＋21日）とする。）

　※　行う（JIS A 6301グラスウール吸音材２号32K 厚50㎜）

　監理者　○○環境建築局　建築住宅課

判断の基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和４年２月２５日変更閣議決定）」（環境省のホームページか

［１．９．３］

［１．５．１］

　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、

［１．７．９］

［１．９．１、２］

［２．１．３］

　　　　　連絡先　○○－○○○○

　発注者　鳥取県
　　　　　連絡先　　ＴＥＬ　○○－○○○○
　施工者　○○○○○○建設

　　　　　　　ＴＥＬ　○○－○○○○

1 八頭庁舎別館 間仕切改修 RC造 地上２階 654.31㎡462.50㎡

松　岡　設　計　室
TITEL / SUBJECTS DRAW DRAW NO.SCALE DATE

)一級建築士登録番号236773号 松岡　稔

03-1333登録番号鳥取県知事

(管理建築士 Ａ2026.03NO-SCALE
八頭県土整備事務所所長室間仕切り改修工事

建築改修工事仕様書（１）
01

図面縮小率 A3 70.7％

　鳥取県東部建築住宅事務所　
　営繕設備

　　　　　連絡先　　　　鳥取県東部建築住宅事務所　
　　　　　　　　　　　　営繕設備

ikegutikimitosi
新規スタンプ



５

建
具
改
修
工
事

建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所

・アルミ製建具

・樹脂製建具

・鋼製建具

・ステンレス製建具

・鋼製軽量建具

・外部

・内部

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・建具表による　　・　

・建具表による　　・　

・建具表による　　・　・建具表による　　・　

・建具表による　　・　

・建具表による　　・　

・建具表による　　・　

１ 改修工法

［５．１．３］

新規に建具を設ける場合

　壁部分の開口の開け方　※図示　　・　

　新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　　・　

召合せ、縦小口包み板の材質　※　鋼板　　・　

Ｇ

鋼製軽量建具９ 性能等級（建具符号：　・　建具表による　　・　　　　　　　）

　簡易気密型ドアセット　・　適用する　　

　防音ドア、防音サッシ　　　　遮音性の等級（　・　　　　　　　）

　断熱ドア、断熱サッシ　　　　断熱性の等級（　・　　　　　　　）

　耐震ドア　　　　　　　　　　面内変形追随性の等級（　・　　　　　　　）

鋼板の材料　※　亜鉛めっき鋼板　　・　ビニル被覆鋼板　　・　カラー鋼板　　・　ステンレス鋼板

ステンレス鋼板の材料　※　SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　　・　

鋼板類の厚さ　※　改修標準仕様書表5.5.1による　　・　

［５．２．２］

［５．５．２～４］

　鍵

　1)かぎ（鍵）数は、1.5万以上とする。ただし、異なるキーウェイ形状であっても、共通のキーセクショ

　　ンが存在する場合は、有効かぎ（鍵）違い数とみなさないものとする。

　2)同一タンブラーの使用数は、60%以下とする。また、6本タンブラーにおいては、キーの同一刻みは、

　　最大2連続までとしていること。

　　試験方法は、JIS A 1541-1（建築金物-錠-第1部：試験方法）による。

　　施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。

建具用金物 金物の種類・見え掛り部の材質等

握り玉､レバーハンドル､押板類､クレセントの取付け位置　・建具表による

・錠前類（シリンダー箱錠及びシリンダー本締り錠）

（品質） 

コンストラクションキーなどのキーシステムが構築できるものとする。 

（性能） 

　使用頻度による 性能 

　1)（シリンダ箱錠のみ）ラッチボルトの開閉繰り返し試験（40万回）を行った後、ハンドルでの開閉

　2)キーによるデッドボルトの施解錠繰り返し試験（10万回）を行った後、 試験前の回転トルクの2倍

　3)キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験（10万回）を行なった後、 試験前の回転トルクの2倍未満

　4)キーの抜き差し繰り返し試験（10万回）を行なった後、キーの抜き差 しに要する荷重は10 N以下で

　　操作力及びラッチング力が試験前の2倍未満であり、動作に支障がない。 

　　未満であり、施解錠操作に支障がない。（シリ ンダ本締り錠のみ）シリンダ単体の施解錠繰り返し

　  の評価は、シリンダだけの回転トルクが10N･cm以下とする。 

  　であり、施解錠操作に支障がない。 

　  ある。また、未使用の合鍵でシリンダが回 転でき、かつ、1箇所1段差浅い刻みをもつ異なるキーで

　  は、シリンダが回転しないこと。（キーに加えるトルクは、150N･cmとする） 

　　強度を持つものとする。

　　ス鋼製とし、トロヨケは厚さ1.6mm以上の鋼板の一体絞りとする。又はストライクの強度と同等以上の

　5)(シリンダ本締り錠はグレード3以上の彫込錠の場合）ストライクプレートの厚さ1.5mm以上のステンレ

　　ボルトを通過した状態)にならないこと。

　4)デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重)試験(58.5J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(加圧板がデッド

　　の突出量が8mm未満）にならないこと。

　3)デッドボルトの押込み強度(衝撃荷重)試験(58.8J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態（デッドボルト

　2)デッドボルトの側圧強度試験(10KN)を行った際、加圧板がデッドボルトを通過しない。

　　以上であること。

　1)デッドボルトの押込み強度試験(10KN)を行った後、荷重を除いたときのデッドボルトの出寸法は8mm

　外力に対する性能

　2)レバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN･cm)を行った後、トルクを除いたとき､ハンドルが正常に作動

　　していること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に

　　支障がない。

　3)握り玉のねじり強度試験(3KN･cm)をおこなった後、トルクを除いたとき、握り玉が正常に作動してい

　　ること。また、施錠時握り玉が固定される錠は、施錠状態が維持され､かつ､施解錠操作に支障がない。

　4)ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また､

　使用扉の質量に対する性能（シリンダ箱錠のみ）

　1)ラッチボルトの側圧強度試験(4KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル操作及びラッチングに支障が

　　ない。

　　また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。

　5)ハンドルの垂直荷重強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。

　デッドボルトの出寸法は17mm以上とする。 鍵付きのものはマスターキー、グランドマスターキー、

11

金物の種類及び見え掛かり部の材質等　※改修標準仕様書 表5.8.1及び適用は建具表による　　・　

金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ　※改修標準仕様書 表5.8.2による　　・　

樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ　※改修標準仕様書 表5.8.3による　　・　

［５．８．２、３］

　引張り強度

　施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。

　試験方法は、JIS A 1541-1-2006及びJIS A 1541-1（建築金物-錠-第1部：試験方法）による。

　垂直荷重強度

　こと。また、施錠時ハンドルが固定される錠 は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がな

　いこと。 試験方法は、JIS A 1541-1（建築金物－錠－第１部：試験方法）による。

　ハンドルの引張強度試験(2KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、

　ハンドルの垂直荷重強度試験（2 KN）を行い、荷重を除いたとき、ハン ドルが正常に作動している

・錠前類（レバーハンドル）

（性能）

　ねじり強度

　レバーハンドルのねじり強度試験(3.5KN･cm)を行った後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動

　していること。また、施錠時ハンドルが固定される際は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に

　支障がないこと。

3N･m以上8N･m以上

100N･m以下60N･m以下

試験方法)により測定し、-15℃以下であること。

調整できること。

初
期
値

閉じ速度(秒)

温度依存性(℃)

ストップ入力

ストップ解除

力

バックチェック性

能(秒)

100N･m以下

10N･m以上

常温(5～35℃)無風状態において、開扉(70°)から全閉(0°)までの時間を5～8秒に

緩衝油の流動点は、JIS K 2259(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品量り点

但しｺﾝｼｰﾙﾄﾞ型は200N･m以下

ス
ト
ッ
プ
力
（
注
２
）

(バックチェック

 機能を有する機

 種のみ適用)

ドア開扉方向に荷重60N/㎡

を開扉50°から負荷する。

ﾊﾞｯｸﾁｪｯｸ開始角度(70～85°)

から更に20°まで開く間の

時間は0.8秒以上としてい

ること。

－ －

－ －ﾃﾞｨﾚｰﾄﾞｱｸｼｮﾝ性能

(秒)

ﾃﾞｨﾚｰﾄﾞｱｸｼｮﾝ解除

角度(60～75°)

(ﾃﾞｨﾚｰﾄﾞｱｸｼｮﾝ機

能を有する機種の

み適用)

開扉90°の位置からﾃﾞｨﾚｰﾄﾞ

ｱｸｼｮﾝ解除角度までの時間

が10秒以上確保でき、また、

その時間の調整が可能であ

ること。

戸の開閉位置

(中心吊り込み両

自由のみに適用)

－ － －

耐
久
性

繰返し開閉

後の閉じﾓｰ

ﾒﾝﾄ(N･m)

繰返し開閉

後の効率

(％)

－ －

－－

－

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

耐久試験後も上記初期値を

満足していること。

－

繰返し開閉後の

閉じ速度(秒)

繰返し開閉後の

ﾊﾞｯｸﾁｪｯｸ性能

（秒）

繰返し開閉後の

ﾃﾞｨﾚｰﾄﾞｱｸｼｮﾝ性能

（秒）

繰返し開閉後の

戸閉鎖位置(mm)

耐久性の試験

回数（繰返し

開閉回数）

20万回 10万回 30万回

耐久試験後も上記初期値を満足していること。

耐久試験後±6mm以内

注１　ﾊﾟﾗﾚﾙ取付けは、右記の閉じﾓｰﾒﾝﾄの70%程度までとする。

注２　ｺﾝｼｰﾙﾄﾞ型は右記の閉じﾓｰﾒﾝﾄの50%程度までとする。

Grade１を選定する場合は、図示による。

（試験方法）

1)性能試験は、JIS A 1510-3（建築用ドア金物の試験方法-第3部：フロアヒンジ、ドアクローザ及びヒン

　ジクローザ）に規定する試験方法による。

2)試験ﾄﾞｱの質量は､1番手は25kg､2番手は40kg､3番手は60kg､4番手は80kg､5番手は100kg､6番手は120kgと

　する。

マスターキー　　・製作する（　　　組）　　・製作しない　　・既存に組込む

鍵の製作本数　　※各室３本１組（室名札付き）

鍵箱　　　　　　・設ける　（　　　組用　組）　・設けない

鍵12

[５．８．４]

［５．１４．２～４］

ガラス

下記のガラス以外の品種、厚さの呼びによる種類等

　※　建具表による　　・　
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合わせガラスの材料板ガラスの種類、厚さの組合せ、合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類

　・　

　・フロート板、フロート板合わせガラス 　・Ⅰ類　　　　・Ⅱ－１類

　・Ⅱ－２類　　・Ⅲ類

材料板ガラスの種類、組合せ  落球衝撃はく離特性及びショットバック

 衝撃特性による種類

　※　下記以外は建具表による　　・　

材料板ガラスの種類による名称

　・Ⅰ類　　・Ⅲ類

　・　

　・　

　・フロート板ガラス

　・　

　・フロート強化ガラス

　・グリーン　　・　　・１種　　・２種

　・熱線吸収網入り磨き板ガラス

　・熱線吸収フロート板ガラス

　・３種

　・２種

　・１種

　・空気　　・アルゴン　　・　

　　　　　　　乾燥気体の種類

　・空気　　・アルゴン　　・　

　　　　　　　乾燥気体の種類

　※　下記以外は建具表による　　・　

　・Ａ類　　・Ｂ類

　※シーリング材

　※シーリング材

　・　

　※建具の製造所の仕様による

　・　

　※建具の製造所の仕様による

　・　

　※建具の製造所の仕様による

　　・　

　　・グレイジングチャンネル形

　・ガスケット

　※シーリング材

　　・　

　　　　　 日射取得性、日射遮蔽性による区分

　Ａ類

　Ｂ類

　衝撃特性による種類

　破片の状態及びショットバック材料板ガラス

色調性能による種類材料板ガラスによる種類

断熱性による区分

材料板ガラスによる種類 日射熱遮蔽性による区分 耐久性による区分

建具の種類 ガラスの留め材 ガラス溝の大きさ（mm）

強化ガラスの形状による種類、材料板ガラスの種類による名称及び特性による種類

　※　下記以外は建具表による　　・　

熱線吸収板ガラスの材料板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類

　※　下記以外は建具表による　　・　

複層ガラスの材料板ガラスの種類、厚さの組合せ及び複層ガラスの厚さ

 ・Ｔ１　・Ｔ２　・Ｔ３　・Ｔ４　・Ｔ５　・Ｔ６

 ・Ｇ　　・Ｓ

熱線反射ガラスの材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

　※　下記以外は建具表による　　・　

 色調（・ブルー　　・グレー　　・　　　　　）

反射被膜面　・　内面　　　　・　外面

映像調整　　・　行わない　　・　行う　

ガラスの留め材及び溝の大きさ

 アルミニウム製

 鋼製及び鋼製軽量

 ステンレス製

　※シーリング材

　　・　

　　・グレイジングチャンネル形

　・ガスケット

 樹脂製

　・　

　※建具の製造所の仕様による

６

内
装
改
修
工
事

１

［６．１．３］

合い等

他の部位との取り 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁面及び床の改修範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げとする　　・図示

　※壁面より両面600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げとする　　・図示　

既存天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修

　※既存のまま　　・図示

２ 既存床の撤去及び

下地補修

ビニル床シート等の撤去　※仕上げ材のみ（接着剤共）

　　　　　　　　　　　　・下地モルタル共（・図示の範囲　　・撤去範囲全て）

合成樹脂塗床材の除去工法　・機械的除去工法　　・目荒し工法

既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モル

タルは、4章外壁改修工事による。

改修後の床の清掃範囲　※改修部の端部より１ｍ程度　　・　

３ 既存壁の撤去及び

下地補修

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

　※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

　　（仕上げ厚又は全厚25mmを超える場合の処置　※図示　　・　　　　　）

６

内
装
改
修
工
事

［６．２．２］

［６．３．２］

［６．７．３、４］

［表６．７．１]

軽量鉄骨壁下地10

ビニル床シート

特殊機能種類の記号 色柄 厚さ(mm) 備考

　※ＦＳ 　・無地

　・マーブル柄

　・柄物

　・帯電防止

　・耐動荷重性

　・防滑性

　※2.0

　・　

［６．８．２、３］

11

スタッド、ランナの種類

スタッドの高さが５．０ｍを超える場合　※　図示

出入口及びこれに準ずる開口部の補強　※　標準仕様書14.5.4(5)による　　・　

　※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類　・　図示

107

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　　 又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10 ～1×10 Ω程度

※接合部の処理（工法　※　熱溶接工法　　・　　　　　）　　・突付け（施工箇所：　　　　　　　　）

    備考

 ※ 2.0

 ・ 2.5

 ・ 3.0

 ・帯電防止

 ・防滑性

・ 無地

・ 柄物

・300×300 

・450×450 

・500×500

　※ＫＴ

　・ＴＴ　　・ＦＴ

　・ＦＯＡ　　・ＦＯＢ

ビニル床タイル　Ｇ

［６．８．２］ 種類の記号 色柄 寸法 特殊機能 厚さ(mm)

12

 　　　　　 ・ 　　

特殊機能 
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 　　　　　 ・ 　　

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　　 又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10 ～1×10 Ω程度

［６．９．３］

接　　着　　剤

［６．８．２］

［６．５．３、４］

［６．１１．４、５］

ビニル幅木

［６．８．２］

13

14

ホルムアルデヒド放散量 

接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていないものとする。

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別

・　図示　　・　

※ Ｆ☆☆☆☆         ・ 

材質の種類　※軟質　　・硬質 

高さ(mm)  ※60　　・75　　・100 

厚さ(mm)　※1.5以上　　・ 

JIS
種　　類 厚さ(mm)、規格等

記号

・ 硬質木毛セメント板 ・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　Ｇ  HW 

・ 中質木毛セメント板 Ｇ  MW ・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　

・ 普通木毛セメント板 ・ 15　　・ 20　　・ 25　　・　Ｇ  NW 

・ 硬質木片セメント板 Ｇ  HF ・ 12　  ・ 15　  ・ 18　  ・ 21　 ・　

・ 普通木片セメント板 ・ 30 　 ・　Ｇ  NF 

・ けい酸カルシウム板 0.8FK タイプ 2（無石綿）　・6　　・8

1.0FK 

・ ロックウール化粧吸音板  DR ・ フラットタイプ（・ 9 ・ 12 ・　　）　・不燃

・ 凹凸タイプ（・ 12　・ 15  ・ 19  ・ 　）　・不燃

・ ロックウール吸音ボード1号 RW-B ・ 25　　・ 

・ グラスウール吸音ボード32K GW-B ・ 25(ガラスクロス包）　　・ 

・ せっこうボード GB-R ※12.5 (不燃)　　・15（不燃）     ・ 9.5

・ 不燃積層せっこうボード 9.5 (不燃) 　　化粧無（下地張り用） 
GB-NC 

 　　　　　　　化粧有（トラバーチン模様）

・ シージングせっこうボード GB-S 12.5（・不燃　・準不燃）

・ 強化せっこうボード ・ 12.5（不燃）　・ 15（不燃）GB-F 

・ せっこうラスボード GB-L 9.5

・ 化粧せっこうボード 12.5（不燃）幅 440mm 程度（木目）
GB-D 

模様（・ 柾目　・ 板目） 専用下地材有り

せっこうボードその他

のボード及び合板張り

［６．１３．２、３］
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・ 化粧パーティクルボード　Ｇ ・ 単板オーバーレイ ＤＶ

・ プラスチックオーバーレイ ＤＯ 

・ 塗装 ＤＣ

・ 10（難燃）　・ 12（難燃）　・  

・ ハードボード（素地） Ｇ  HB  ・未研磨板（・スタンダード　・テンパード ＲＮ） 

・研磨板　（・スタンダード　・テンパード ＲＳ） 

・ ハードボード（化粧）　Ｇ ・内装用 ＤＩ　　　・外装用 ＤＥ

・2.5　　・3.5　　・5　　・7　　・　

・ インシュレーションボード　Ｇ   IB  A級（・天井仕上　　・内装仕上　　・　　　　）

・9　　・12　　・15　　・18　　・　

せっこうボードの目地工法　※仕上表による　　・　

合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外

天井のボード類（ロックウール化粧板を除く）の重ね張りを行う場合

　※図示による

合板類の張付け　　・A種 　・B種　

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　　・　

施工箇所 壁紙の種類

その他無機質ﾌﾟﾗｽ繊維紙

ﾁｯｸ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

壁紙張り

備考防火性能

・不燃　・準不燃　・難燃

・不燃　・準不燃　・難燃

［６．１４．２、３］
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モルタル・せっこうプラスター面の素地ごしらえの種別　※B種 　・　　

コンクリート面の素地ごしらえの種別　　※B種 　・　

せっこうボード及びその他ボード面の素地ごしらえの種別　　※B種 　・　　

新設間仕切面

・ 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 9.5（準不燃）GB-D 

　（トラバーチン模様）

・ 普通合板　Ｇ 表板の樹種

　生地、透明塗料塗り 

　（※ラワン程度　　・　　　 　　） 

  不透明塗料塗り 

　（※しな程度　　　・　 　　　　） 

板面の品質（　　　　　） 

厚さ(mm)（　　　　　） 

接着の程度　・1類　　・2類

・防虫処理

・ 天然木化粧合板　Ｇ 樹種名（　　　　　　　　） 

接着の程度　・1類　　・2類

厚さ(mm)（　　　　　） 

・防虫処理 　・難燃処理 　・防炎処理 

・ 特殊加工化粧合板　Ｇ 化粧加工の方法 （・オーバーレイ ・プリント ・塗装） 

表面性能（　　　　    　）タイプ 

接着の程度　・1類　　・2類

厚さ(mm)（　　　　　） 

・防虫処理

JIS K 6903 による　（※ 1.2　　・　　　）・ メラミン樹脂化粧板

・ ポリエスチル樹脂化粧板

・ ミディアムデンシティ ・3　　・7　　・9　　・12　　・　 MDF

　 ファイバーボード　Ｇ

・ 無研磨板ＶＮ　　・ 研磨板ＶＳ・ 単板張りパーティクルボード Ｇ

・10　　・12　　・15　　・18　　・　

・クローザー類

（品質・性能）

45以上

45以上

40以上

35以上

30以上

30以上

45以上

35以上

25以上

15以上

10以上

5以上

45以上

45以上

40以上

35以上

30以上

30以上

45以上

35以上

25以上

15以上

10以上

5以上

効率(％)閉じﾓｰﾒﾝﾄ(N･m) 効率(％)閉じﾓｰﾒﾝﾄ(N･m)番手

初
期
値

１

２

３

４

５

６

閉じﾓｰﾒﾝﾄ(N･m) 効率(％)

5以上

10以上

15以上

25以上

35以上

45以上

30以上

30以上

35以上

40以上

45以上

45以上

区分

性能試験項目

　　②ヒンジクローザ 　　 ③フロアヒンジ　　 ①ドアクローザ

閉
じ
力
及
び
効
率
に
よ
る
区
分(

注
１)

（
注
１
）
（
注
２
）

松　岡　設　計　室
TITEL / SUBJECTS DRAW DRAW NO.SCALE DATE

)一級建築士登録番号236773号 松岡　稔

03-1333登録番号鳥取県知事

(管理建築士 Ａ2026.03NO-SCALE
八頭県土整備事務所所長室間仕切り改修工事

建築改修工事仕様書（２）
02

図面縮小率 A3 70.7％

ikegutikimitosi
新規スタンプ



松　岡　設　計　室
TITEL / SUBJECTS DRAW DRAW NO.SCALE DATE

)一級建築士登録番号236773号 松岡　稔

03-1333登録番号鳥取県知事

(管理建築士 Ａ2026.031/500
八頭県土整備事務所所長室間仕切り改修工事

配置図・付近見取図・改修工事仕様概要・改修工事概要
03

国
道
２
９
号
線

車
庫

車
庫

国
道
２
９
号
線

鳥取県八頭庁舎会議棟

郡　家

郡　家

郡　家

因美線

工事場所：八頭郡八頭町郡家100

（鳥取県八頭庁舎　別館）

鳥取県八頭庁舎

町立郡家保育所

郡家駅

八頭中学校

サンマート

郡家公園

　付近見取図　

老人ホームすこやか

N

N

・本工事で撤去された搬出物が、敷地内、道路内等に落下することのないよう、運搬車両に落下防止措置を行うこと。

・本工事に伴う不燃物、可燃物及び再生可能物等は、別々に分類し、処分とすると共に産業廃棄物処理に関する法律を遵守すること。

・本工事に伴い、敷地内通路、周辺建物、周辺工作物等に被害、損傷等を与えた場合は、すみやかに監督員に報告すると共に、請負業者の責任に於いて復旧すること。

・工事車両の通行に際しては、事故防止に十分注意すること。

【改修工事仕様概要】

・本工事に於いて、公的機関等で事前協議、各種届出手続きが必要な場合は、全て、受注者の責任に於いて行うこと。

・本工事着手前に､施工場所の使用状況・搬入経路及び工程について監督員及び施設側と協議の上、施工すること。

・搬入路及び資材を仮置きの際には床養生を行なうこと。

既存アルミパーテーション【撤去・処分】一部既存Pタイル（石綿含有）【撤去・処分】

新設間仕切り　軽量鉄骨壁下地65W＋P.B12.5ｔ+9.5ｔ二重張り+遮音シート　グラスウール充填　50ｔ×24K　新設間仕切り周囲遮音シーリング

【改修工事概要】

内部間仕切り改修

・本工事に撤去作業のホコリ対策（集塵装置付き機器使用）についても、頻繁に清掃するなど、塵埃が起きないよう十分配慮すること

　配置図 S=1/500　 改修工事建物を示す。

ソフト巾木H100　ドア（親子・片開き）各1ヶ所　

鳥取県八頭庁舎　本館

鳥取県八頭県土整備事務所

鳥取県八頭庁舎　別館

ikegutikimitosi
新規スタンプ



相談室

ポーチ

風除室

ＵＰ

ＵＰ

サーバー室

所長室

湯沸室
女子

更衣室

更衣室

事務室

身障便所

女子便所

板畳 押入

倉庫

ス
ロ

ー
プ

事務室
（ハローワークやず）

ホール

廊下

勝手口

雇用保険窓口 職業相談窓口

求人検索機

相談室

サーバー

男子便所

（改修後）１階平面図　Ｓ＝1／ 100　

X3 X4 X5 X6 X7 X8X2X1

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

3,
60
0

3,
90
0

7,
00
0

7,
50
0

4,
50
0

19
,0
00

4,000 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,000

26,000

900 2,700

3,
90
0

80
0

2
,3
0
0

1,
35
0

2
,2
0
0

3,
95
0

7,
00
0

7,
50
0

4,
50
0

4,000 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,000

26,000

間仕切り改修場所（改修内容A-05・A-06参照）

搬出入路部分床養生

3,6002,000

2,
00
0

8
10

2,
00
0
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A

B

3 2 1

7,
00
0

7,
10
0

60

16
0

4,0003,600

400
×
600

A B AB 2 2

既存アルミパーテーション【撤去・処分】

6,360

2,
75
0

L6,360×H2,750　見込み50ｔ

既存アルミパーテーション【撤去・処分】
L6,360×H2,750　見込み50ｔ

　（改修前）既存間仕切り事務室側展開図　S=1/50　 　（改修前）既存間仕切り所長室側展開図　S=1/50　

7,000 7,000

　（改修前）A-A断面図　 S=1/50　 　（改修前）B-B断面図　 S=1/50　

2,
75
0

2,
75
0

2,
40
0

既存ステンレス製カバー　
W150×L6,240【撤去・処分】

6,
24
0（
参
考
寸
法
）

（改修前）平面詳細図　S=1/50　

L6,360×H2,750　見込み50ｔ
既存アルミパーテーション【撤去・処分】

既存アルミパーテーション【撤去・処分】
L6,360×H2,750　見込み50ｔ

6,360

木製三方枠【既存のまま】

木製三方枠（タテ）【既存のまま】

既存アルミパーテーション【撤去・処分】

軽量鉄骨壁下地　65W　グラスウール50ｔ×24ｋ充填　間仕切り周囲遮音シーリング（ポリウレタン系）

石膏ボード9.5ｔ+12.5ｔ二重張り+遮音シート張り（片面）　ビニールクロスAAクラス貼り仕上

Ｗ6,360×Ｌ2,750

・・・改修仕上表の改修記号を示す

※参考遮音シート：ダイケン遮音シート455H同等品

木製三方枠【既存のまま】 木製三方枠【既存のまま】

△CL △CL

△CL

▽FL ▽FL ▽FL

38
0

イ

既存アルミパーテーション【撤去・処分】
L6,360×H2,750　見込み50ｔ

△CL（2,750）

△CL（2,400）

木製天井下地組【一部撤去・処分】 （事務室側）吸音テックス　9ｔ（石綿含有）【一部撤去・処分】

既存木製天井下地組撤去部補修：軽量鉄骨天井下地組【新設】既存木製天井下地組へ緊結する事

既存天井材撤去部補修：（事務室側）有孔化粧PB　9.5ｔ【新設】（所長室側）有孔化粧PB　9.5ｔ【再貼付け】

（※1）既存木製３方上枠【一部切断・撤去・処分】90×90程度-4ヶ所（新設間仕切り用ドア部軽量鉄骨壁下地開口補強タテ枠貫通用）

撤去範囲：（事務室側）1,350×900程度-1ヶ所（所長室側）1,820×600程度-1ヶ所

木製天井下地組【一部撤去・処分】

1,820×600程度-1ヶ所

有孔化粧PB　9.5ｔ【ビス止め取外し・再利用】撤去範囲：1,350×900程度-1ヶ所
吸音テックス　9ｔ（石綿含有）【一部撤去・処分】木製天井下地組【一部撤去・処分】

（所長室側）有孔化粧PB　9.5ｔ【ビス止め取外し・再利用】

既存アルミパーテーション【撤去・処分】
L6,360×H2,750　見込み50ｔ

既存木製３方上枠【一部切断・撤去・処分】
90×90程度-4ヶ所

木製天井下地組【一部撤去・処分】

撤去範囲：1,350×900程度-1ヶ所

吸音テックス　9ｔ（石綿含有）【一部撤去・処分】

木製天井下地組【一部撤去・処分】

1,820×600程度-1ヶ所

（※1・※2）

（※1・※2） （※1・※2） （※1・※2）

＜ハッチ凡例＞

既存ステンレス製カバー　
W150×L6,240【撤去・処分】

ハッチ部床仕上げ　
既存Pタイル（石綿含有）【撤去・処分】

木製天井下地組【一部撤去・処分】
撤去範囲：1,350×900程度-1ヶ所

吸音テックス　9ｔ（石綿含有）【一部撤去・処分】

BB

AA

1,820×600程度-1ヶ所
木製天井下地組【一部撤去・処分】 有孔化粧PB　9.5ｔ【ビス止め取外し・再利用】

（事務室側） （事務室側）
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05
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事務室
所長室

ホール

風除室

事務室 所長室

事務室 所長室

事務室 事務室所長室 所長室

床

（一部ハッチ部）

巾木

改修前

改修後

ａ

名称
改修前
改修後改修記号 改修内容

改修前

改修後

既存塩ビ床タイル（アスベスト含有）2.0ｔ【撤去・処分】

ソフト巾木　H=100【新設】

　間仕切り改修仕上表　 ※【　】内は改修内容を示す

塩ビ床タイル貼り　2.0ｔ【新設】

ステンレス製カバー撤去跡　モルタル金コテ下地　新設ドア沓摺部モルタル充填【新設】

既存ステンレス製カバー【撤去・処分】一部新設ドア部既存モルタル塗り【カッター切断・斫り・撤去・処分】

壁

改修前ｃ

改修後

Ａ

Ｂ

Ｃ

ａ

ｃ

ａ

ｃ ｃ
ｃ

既存ステンレス製カバー【撤去・処分】
一部新設ドア部既存モルタル塗り【カッター切断・斫り・撤去・処分】W100×L850・L1,200

Ａ

※【　】内は改修内容を示す

ｃ

天井

改修前

改修後Ｄ

ｄ

その他

ｃ

ｄ

ｄ

ｄ

ｄ

112

6 100 6

　　部分詳細図　S=1/10　

2
5

既存木製３方上枠【一部切断・撤去・処分】90×90程度
（新設間仕切り用ドア部軽量鉄骨壁下地開口補強タテ枠貫通用）

35
0

25

112

新設ドア上部既存ハードボード5.0ｔ【撤去・処分】

55

撤去範囲1,200×380程度

既存吸音テックス　9ｔ【一部撤去・処分】
（事務所側）1,350×900程度-1ヶ所

ア

　　部分詳細図　S=1/10　イ

（※2）既存木製３方枠【一部ちり部切断・撤去・処分】6×25×Ｌ11.650

ＦＬ2,900

50
0

15
0

新設ドア上部既存ハードボード5.0ｔ【撤去・処分】
撤去範囲1,200×380程度

既存木製３方枠【一部ちり部切断・撤去・処分】6×25×Ｌ11.650

既存木製３方枠【一部ちり部切断・撤去・処分】6×25×Ｌ11.650

400
×
600

400
×
600

400
×
600

400
×
600

400
×
600

210 150 70

床仕上げ　
既存Pタイル（石綿含有）【撤去・処分】

木製三方枠（タテ）【既存のまま】

285 145

ア

既存RC柱
400×600

有孔化粧PB　9.5ｔ【ビス止め取外し・再利用】

（※1・※2）

イ

既存RC梁
300×700
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新規スタンプ



A

B

3 2 1

7,
00
0

7,
10
0

60

16
0

4,0003,600

400
×
600

A B AB 2 2

6,250

2
,7
5
0

　（改修後）事務室側展開図　 S=1/50　 　（改修後）所長室側展開図　S=1/50　

7,000
7,000

　（改修後）A-A断面図　 S=1/50　 　（改修後）B-B断面図　 S=1/50　

2,
75
0

2,
75
0

2,
40
0

6,360

木製三方枠【既存のまま】

2,
70
0

50

38
0

2,
32
0

1,730

※寸法は参考とし、現地合わせとする事 ※寸法は参考とし、現地合わせとする事 ※寸法は参考とし、現地合わせとする事 ※寸法は参考とし、現地合わせとする事

10
0

90
0

40
0

1
,2
00

この寸法は既存家具の配置を確認の上決定とする

この寸法は既存家具の配置を確認の上決定とする

2,
10
0

遮音シーリング（ポリウレタン系）

遮音シーリング（ポリウレタン系）

285 145

2,
10
0

間仕切り周囲
遮音シーリング（ポリウレタン系）

間仕切り周囲
遮音シーリング（ポリウレタン系）

・・・改修仕上表の改修記号を示す

（改修後）平面詳細図　 S=1/50　

※開口補強の垂直補強材は既存RC梁下に達すること

△CL（2,750）

△CL（2,400）

い

▽既存ＲＣ梁底ライン

新設ドア開口補強縦枠既存３方枠貫通（4ヶ所）
既存木製天井下地組補修：軽量鉄骨天井下地組【新設】既存木製天井下地組へ緊結する事
有孔化粧PB　9.5ｔ【再貼付け】1,820×600程度-1ヶ所

有孔化粧PB　9.5ｔ【新設】1,350×900程度-1ヶ所
既存木製天井下地組補修：軽量鉄骨天井下地組【新設】既存木製天井下地組へ緊結する事

※参考遮音シート：ダイケン遮音シート455H同等品
石膏ボード9.5ｔ+12.5ｔ二重張り+遮音シート張り（片面）　ビニールクロスAAクラス貼り仕上

※参考遮音シート：ダイケン遮音シート455H同等品
石膏ボード9.5ｔ+12.5ｔ二重張り+遮音シート張り（片面）　ビニールクロスAAクラス貼り仕上
軽量鉄骨壁下地　65W　グラスウール50ｔ×24ｋ充填　間仕切り周囲遮音シーリング（ポリウレタン系）

有孔化粧PB　9.5ｔ【新設】1,350×900程度-1ヶ所

既存木製天井下地組補修
軽量鉄骨天井下地組【新設】既存木製天井下地組へ緊結する事

有孔化粧PB　9.5ｔ【新設】1,350×900程度-1ヶ所

既存木製天井下地組補修
軽量鉄骨天井下地組【新設】
既存木製天井下地組へ緊結する事

（※1・※2）

ドア枠【新設】 ドア枠【新設】

△CL

▽FL

△CL

▽FL▽FL

△CL

石膏ボード9.5ｔ+12.5ｔ二重張り+遮音シート張り（片面）　ビニールクロスAAクラス貼り仕上
※参考遮音シート：ダイケン遮音シート455H同等品

軽量鉄骨壁下地　65W　グラスウール50ｔ×24ｋ充填　間仕切り周囲遮音シーリング（ポリウレタン系）

間仕切り周囲遮音シーリング（ポリウレタン系）
間仕切り周囲遮音シーリング（ポリウレタン系）

間仕切り周囲遮音シーリング（ポリウレタン系）

間仕切り周囲
遮音シーリング
（ポリウレタン系）

＜ハッチ凡例＞

有孔化粧PB　9.5ｔ【新設】1,350×900程度-1ヶ所

（事務室側）既存木製天井下地組補修
軽量鉄骨天井下地組【新設】既存木製天井下地組へ緊結する事

AA

BB

う

ドア枠【新設】 ドア枠【新設】

※開口補強の垂直補強材は既存RC梁下に達すること

（所長室側）既存木製天井下地組補修
軽量鉄骨天井下地組【新設】既存木製天井下地組へ緊結する事
有孔化粧PB　9.5ｔ【再貼付け】1,820×600程度-1ヶ所

※ 納まり共通
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（改修後）平面詳細図・展開図・断面図・部分詳細図
　　　　・建具表

1

SD

2

SD

丁番・DC（S付）メーカー仕様による

中抜き窓付き親子開きフラッシュ防音ドア【新設】
1

SD

その他

符号　名称　数量

金　物

仕上げ

戸　柄

1ヶ所 1ヶ所

2,
10
0

1,200

フランス落とし・下部エアタイト装置付き

堀込レバーハンドル錠・戸当たり

2

SD
【改修後】

　（改修後）建具表　S=1/100　

2,
10
0

850800 400

見込み　扉40　枠130程度

化粧鋼板0.6ｔ　溶融亜鉛めっき鋼板枠1.6ｔ　充填材：ペーパーコア（扉）

沓摺　SUS304　1.5ｔ　ヘアライン 沓摺　SUS304　1.5ｔ　ヘアライン

中抜きガラス　フロートガラス12ｔ

【改修後】 片開きフラッシュ防音ドア【新設】

※下枠部　既存床モルタル撤去・カッター切断・新設モルタル充填　 ※下枠部　既存床モルタル撤去・カッター切断・新設モルタル充填　

参考：三和シャッター　LSD程度

見込み　扉40　枠130程度

化粧鋼板0.6ｔ　溶融亜鉛めっき鋼板枠1.6ｔ　充填材：ペーパーコア（扉）

丁番・DC（S付）メーカー仕様による

下部エアタイト装置付き

堀込レバーハンドル錠・戸当たり

参考：三和シャッター　LSD程度

85
0

500

2

SD

2

SD
1

SD

1

SD

2

SD

1

SD

2

SD

1

SD

事務室
所長室

ホール

風除室

事務室 所長室

所長室事務室

事務室 事務室所長室 所長室

事務室 所長室

　　部分詳細図　 S=1/10　

35
0

5
5

あ

ＦＬ2,900

50
0

15
0

　　部分詳細図　S=1/10　い

新設間仕切り【新設】

軽量鉄骨壁下地65ｗ開口補強縦枠【新設】
既存RC梁へ取付

新設間仕切り【新設】

ｽﾃﾝﾚｽ製沓摺【新設】

モルタル充填【新設】

　　部分詳細図　 S=1/10　う

130

5025

3

下部エアタイト装置付き【新設】

30

100

Ｃ

Ａ

Ｃ

ＢＢ

Ｃ

Ｃ
Ｃ

ドア沓摺部モルタル充填【新設】
ドア沓摺部モルタル充填【新設】

Ａ

※【　】内は改修内容を示す

Ｄ

Ｄ

Ｃ

Ｃ

塩ビ床タイル貼り　2.0ｔ【新設】

Ｄ

Ｄ

400
×
600

400
×
600

400
×
600

400
×
600

400
×
600

あ

既存RC柱
400×600

有孔化粧PB　9.5ｔ【再貼付け】1,820×600程度-1ヶ所

既存木製天井下地組補修
軽量鉄骨天井下地組【新設】
既存木製天井下地組へ緊結する事

い

既存RC梁
300×700

ikegutikimitosi
新規スタンプ


